
 

農地の相続登記特別セミナーの開催について 

 

 

 

 

 

 

 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

町農業委員会では初の企画として以下のとおり農地の相続登記特別セミナーを

開催します。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                        

                                   

箕輪町農業委員会 プレスリリース   

令和７年２月14日 発信 
箕輪町 

  日 時 令和 7 年３月１２日（水） 午後７時 00 分から８時 30 分まで 

 

場 所 箕輪町地域交流センター研修室 A・B 

 

  内 容 長野県司法書士会伊那支部 司法書士による相続登記の説明 

令和 6 年 4 月 1 日から「相続登記の申請」が義務化されました。 

      しかし、相続登記がされていない農地が多数あります。 

      相続登記の方法など司法書士がわかりやすく解説します。 

   

その他 申し込み不要 

添付資料 有  無 

農業委員会事務局 

(局長) 山口 弘司 (担当) 唐澤 智大 

電 話：0265-79-3170（直通） 

ＦＡＸ：0265-79-0230 

Ｅ-mail：nougyou@town.minowa.lg.jp 


